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改正後 

○鶴岡市文化会館設置及び管理条例 

平成28年12月16日 

条例第36号 

別表（第９条、第11条関係） 

（一部改正〔平成31年条例16号〕） 

（単位：円） 

区分 基本使用料 

午前 午後 夜間 全日 

午前9時から 

正午まで 

午後1時から午後

5時まで 

午後6時から午後

10時まで 

午前9時から午後

10時まで 

大ホー

ル 

入場料を徴収

しない場合又

は入場料が50

0円以下の場

合 

平日 １４，８５０ ２７，２８０ ３４，７６０ ６８，３１０ 

休日

等 

１７，８２０ ３２，７８０ ４１，６９０ ８１，９５０ 

入場料が500

円を超え1,00

0円以下の場

合 

平日 ２０，９００ ３８，２８０ ４８，６２０ ９５，５９０ 

休日

等 

２５，０８０ ４５，９８０ ５８，３００ １１４，７３０ 

入場料が1,00

0円を超え3,0

00円以下の場

合 

平日 ２６，８４０ ４９，１７０ ６２，５９０ １２２，９８０ 

休日

等 

３２，２３０ ５８，９６０ ７５，１３０ １４７，６２０ 

入場料が3,00

0円を超え5,0

00円以下の場

合 

平日 ３２，７８０ ６０，０６０ ７６，４５０ １５０，２６０ 

休日

等 

３９，３８０ ７２，０５０ ９１，７４０ １８０，２９０ 

入場料が5,00

0円を超える

場合 

平日 ３８，７２０ ７１，０６０ ９０，４２０ １７７，６５０ 

休日

等 

４６，４２０ ８５，２５０ １０８，４６０ ２１３，１８０ 

小ホー

ル 

入場料を徴収

しない場合又

は入場料が50

0円以下の場

平日 ４，８４０ ８，８００ １１，２２０ ２２，０００ 

休日

等 

５，８３０ １０，５６０ １３，４２０ ２６，４００ 
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合 

入場料が500

円を超え1,00

0円以下の場

合 

平日 ８，１４０ １４，９６０ １９，０３０ ３７，４００ 

休日

等 

９，７９０ １７，９３０ ２２，８８０ ４４，８８０ 

入場料が1,00

0円を超える

場合 

平日 ９，５７０ １７，６００ ２２，４４０ ４４，０００ 

休日

等 

１１，４４０ ２１，１２０ ２６，９５０ ５２，８００ 

楽屋 楽屋1 ２，３１０ ４，１８０ ５，２８０ １０，３４０ 

楽屋2 １，４３０ ２，６４０ ３，３００ ６，４９０ 

楽屋3 １，４３０ ２，６４０ ３，３００ ６，４９０ 

楽屋4 １，４３０ ２，６４０ ３，３００ ６，４９０ 

楽屋5 １，４３０ ２，６４０ ３，３００ ６，４９０ 

楽屋6 １，４３０ ２，６４０ ３，３００ ６，４９０ 

練習室 練習室1 （１時間につき）１，１８０ 

練習室2 （１時間につき）６４０ 

会議室 会議室1 （１時間につき）５７０  

会議室2 （１時間につき）１，２６０  

託児室 （１時間につき）４２０  

駐車場等 （1平方メートル当たり1時間につき）５ 
 

備考 

１ この表において「入場料」とは、入場料、会費その他の名称にかかわらず、料金を徴収す

るものをいい、複数の料金が定められているときは、そのうちの最高の額を入場料の額とす

る。 

２ この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年１月３日までの日をいう。 

３ この表において「平日」とは、休日等以外の日をいう。 

４ 大ホールを使用するときに、設備等（市長が別に定めるものを除く。）のいずれも使用し

ない場合は、基本使用料からその２分の１に相当する額を差し引くものとする。 

５ 大ホール又は小ホールとともに託児室を使用する場合は、託児室の使用料は無料とする。 

６ 大ホール又は小ホールとともに楽屋を使用する場合は、楽屋の基本使用料からその２分の

１に相当する額を差し引くものとする。 

７ 大ホール、小ホール又は楽屋を午前、午後又は夜間のいずれかの区分により使用する場合

において、当該区分の時間の前から又は後に引き続き使用する場合は、当該前又は後に使用

する時間１時間につき、次の各号に掲げる使用時間帯の区分に応じ、当該各号に定める額を

加算する。 
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(1) 午前９時から正午まで 午前の欄に掲げる額の３分の１に相当する額 

(2) 正午から午後５時まで 午後の欄に掲げる額の４分の１に相当する額 

(3) 午後５時から午後10時まで 夜間の欄に掲げる額の４分の１に相当する額 

８ 前項の規定にかかわらず、大ホール、小ホール又は楽屋を午前及び午後の区分又は午後及

び夜間の区分を合わせて使用する場合の当該区分の間の時間の使用料については、無料とす

る。 

９ 大ホール、小ホール又は楽屋を第７条第１項に規定する開館時間以外の時間に使用する場

合の基本使用料は、１時間につき、次の各号に掲げる使用時間帯の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

(1) 午前５時から午前９時まで 全日の欄に掲げる額の11分の２に相当する額 

(2) 午後10時から翌日の午前５時まで 全日の欄に掲げる額の11分の３に相当する額 

10 練習室、会議室又は託児室を第７条第１項に規定する開館時間以外の時間に使用する場合

の基本使用料は、１時間につき、次の各号に掲げる使用時間帯の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(1) 午前５時から午前９時まで 基本使用料の２倍に相当する額 

(2) 午後10時から翌日の午前５時まで 基本使用料の３倍に相当する額 

11 設備等の使用料及び冷暖房料は、市長が別に定める。 

12 使用時間が１時間に満たないとき、又は使用時間に１時間未満の端数があるときは、その

時間又は端数を１時間に切り上げる。 

13 駐車場等の使用面積が１平方メートル未満であるとき又は１平方メートル未満の端数があ

るときは、これを１平方メートルに切り上げる。 

14 算定した使用料に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。 

 


